
 

新潟医療福祉大学同窓会 

親和交流事業助成金運用規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、新潟医療福祉大学同窓会（以下「本会」という。）会則第２条並

びに第３条第１項に基づき、本同窓会開催助成金運用規程にてらし助成金運

用を図る。 

 

（対象条件） 

第２条 卒業後における会員相互の親和交流事業が有意義に活動できるよう助成す

るものとし、対象については次の項目を満たしていることを前提とする 

１ 卒業学科が同じであること。ただし、学科をまたがっての交流事業を行う場合 

は、主催学科が参加する学科より事前に承認を得ると共に、連携のもと行うこ 

と、また、クラブ・サークルの OB 会やゼミ等の団体が交流事業を行う場合は、 

既存の団体等と連携のもと行うこと 

２ 参加者の所属先は５ヶ所以上であること 

３ 学科同窓会及びクラブ・サークルの OB会等が企画する研修会や親睦会、又は 

同窓生と在学生が交流する事業 

４ 所定の申請書により申請をし、会長および学科・学内連携事業部で承認されたもの 

５ 申請は会開催日の３か月前までに行うこと 

６ 同一団体及び同一事業の助成は年度につき１回とする  

 

（助成金支出条件） 

第３条 助成金の支出にあたり申請書に基づく報告書として、次のものを開催後 

１か月以内に提出すること 

１ 参加者の氏名・連絡先を記した参加者名簿 

２ 事前に申請された会の開催費用がわかる領収書 

３ 会場での集合写真 

４ ウェブサイトおよび機関誌への掲載原稿（写真を含む） 

５ その他、本会から依頼したもの 

６ 助成金の交付を受けた学科等が前項に定める報告書を期日内に提出しないとき

は、この助成金の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（助成金） 

第４条 助成金は次のものとする。  

１ 各種案内の発送費用 

  ただし、国内の発送のみとしかつ会員１名に対し１通までとする 

２ 助成金額は、３，０００円×同窓会正会員及び在学生準会員の参加者数とし、会

に要した費用を上限とする。但し、在校生準会員への助成は、一事業あたり同窓

会正会員の参加人数を基準に、これを超えて 5倍を上限とする 



 

３ 会場使用料が必要な場合は、その３割を助成する（各種付帯設備に使用料が必 

  要の場合は、会場使用料に含めることが出来る。その場合は詳細を事前に申請 

  すること） 

４ 研修を行う場合の講師謝礼及び講師の旅費 

講師が同窓会員の場合は、本同窓会の業務謝金に関する内規及び旅費規程に準 

ずる 

 

（雑則） 

第５条 この規程の定めるものの他に特別な事由が生じた時は、本会役員会もしくは

幹部会で協議決定する。  

第６条 この規程の改廃は本会役員会もしくは本部会の議決を経なければならない。 

 

附則 １．この規程は平成２８年１０月２９日より施行する。 

   ２．この規程は２０２２年８月２０日より施行する。 

   ３．この規程は２０２３年５月１３日より施行する。 

   ４．この規程は２０２４年４月 １日より施行する。 

   ５．この規程は２０２５年４月 １日より施行する。 

   ６．この規程は２０２６年５月２３日より施行する。 

 


